
 
事 務 連 絡 
令和元年 10 月 24 日  

 
 
各保健所長 殿 
 
 

医療政策課長 
 
 

令和元年台風第 19 号の被災に伴う医療法等の取扱いについて 
 
 
 令和元年台風第 19 号につきまして，令和元年 10 月 18 日付で「令和元年台風第 19 
号による災害」が「特定非常災害」に指定され，政令に基づく特例措置が適用される 
こととなりました。 
この一環として，厚生労働省より，医療法（昭和 23 年法律第 205 号），医療法施行

令（昭和 23 年政令第 326 号）及び医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）の

取扱いについて，「平成 23 年東北地方太平洋沖地震，長野県北部の地震及び静岡県東

部の地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて」（平成 23 年３月 21 日付医総発

0321 第１号厚生労働省医政局総務課長通知）（以下，「別添通知」という。）と同様の

取扱いをして差し支えない旨見解が出されましたので，お知らせいたします。 
 つきましては，管内の医療機関より問い合わせがあった際には別添通知を参照した

対応をお願いするとともに，管内の医療機関への周知をお願いいたします。 
 
 なお，これらの取扱いについては，被災地の医療提供体制を確保するための一時的

な取扱いであるので，通常の手続きを行うことが可能となった場合以後にこれらの取

扱いが常態化する場合は，速やかに通常定められた手続きが行われるよう取扱いをお

願いいたします。 
 
 

【問い合わせ先】 
保健福祉部医療局医療政策課 
医療計画 G 神永，戸塚 
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